
個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全

装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③危

険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などが義務付けられることとなりました。

労働安全衛生法改正の主なポイントについて

個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに

対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く

適用されることが明確化されました。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の

災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者か

ら個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ず

べき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとなりました。

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置が定められました。

R8.4.1施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報

告させることができることとなりました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととなって

います。

R9.1.1施行

令和７(202５)年５月14日から段階的に施行されています

（１）注文者等の配慮

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

（３）業務上災害報告制度の創設

R7.5.14施行済

フリーランス（個人事業者）及び関係する事業主の皆さま

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行

（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものをい

います。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれかが、

危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措置を講ず

ることが義務付けられました。

・ 労働基準監督署 （R８.２）

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/home.html

お問い合わせは 山形労働局 労働基準部 健康安全課（☎直通023-624-8223）
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